
現在の火葬炉は、㈱宮本工業所が特許取得したものである。特殊な構造であ
り、補修工事に専門技術が必要となることから地方自治法施行令（昭和22年政
令第16号）第167条の2第1項第2号の規定により随意契約しようとするもの。

工 期

工 事 場 所

随意契約理由

至

火葬炉改修工事　一式
　 電動棺運搬台車更新　一式

令 和 3 日年 3

年

月 10

月 9令 和自 2 11 日

10,120,000 円契 約 金 額

工 事 名

株式会社宮本工業所　 代表取締役　宮本芳樹

契約の相手方

住　所

釜石斎場火葬炉改修工事

時

富山県富山市奥田新町12番３号

分令 和 2 年 11 9

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大字平田第３地割60番地3

見積日時・場所

氏　名

第４庁舎
第７会議室
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9,830,000予定価格（税抜）

決定価格（税抜）
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9,200,000
決
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1 ㈱宮本工業所 ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）
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